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2014 年 5 月 12 日 

各  位 
会 社 名 ア ス テ ラ ス 製 薬 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 畑 中  好 彦
コード番号 ４５０３
（URL h t t p : / / w w w. a s t e l l a s . c o m / j p )
東 証 （ 第 一 部 ）
決 算 期 ３月  
問合わせ先 広報部長 河 村 真
Tel：（０３）３２４４－３２０１ 

 

株式報酬型ストックオプションに関するお知らせ 

 

アステラス製薬株式会社（本社：東京、社長：畑中 好彦）は、本日開催の取締役会において、

会社法第 361 条の規定に基づき、「取締役に対する株式報酬型ストックオプションのための報酬支

給の件」を、2014 年 6 月 18 日開催予定の当社第 9 期定時株主総会に下記の内容にて付議すること

を決議しましたのでお知らせします。 

当社の株価や業績への感応度をより引き上げ、株価の上昇や下落によるメリットとリスクを株主

の皆様と共有することにより、企業価値向上への意欲や士気を高めていくことを目的とし、株式報

酬型ストックオプションを、当社の取締役に対して付与するものです。 

なお、執行役員に対しても同様の株式報酬型ストックオプションを付与することを予定していま

す。 

 

記 

 

当社は、取締役の報酬について、企業価値向上に連動した報酬体系としており、その一環として

社外取締役を除く取締役に対し 1 株当たりの権利行使価額を 1 円とする新株予約権を用いた株式報

酬型ストックオプションを、当社第 1 期事業年度より付与しています。 

当社第 10 期事業年度（2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで）において、当社の社外取締

役を除く取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる、以下の内容の新株予約

権のための金銭報酬（割り当てる新株予約権 1 個あたりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総

数（1,092 個以内）を乗じた額）を、年額 1 億 2 千 5 百万円以内にて、当該新株予約権と引き換え

に払い込む金銭の払込債務と当該報酬債権を相殺することを条件として、当社の社外取締役を除く

取締役に支給するものです。 

本議案は、2005 年 6 月 24 日開催の当社第 92 回定時株主総会でご承認いただいた取締役の報酬枠

（年額 5 億 5 千万円以内）とは別枠として、取締役の報酬についてご承認をお願いするものです。 

なお、本株主総会に付議する「取締役 7 名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本株主

総会の終結時の社外取締役を除く取締役は 3 名となります。 
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新株予約権の内容 

１．新株予約権の目的である株式の数 

新株予約権 1 個の目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は、当社普通株式 100 株

とする。 

なお、当社が株式の分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）または株式の併合を行う場

合等、上記の対象株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で対象株式数を調整すること

ができる。 

 

２．新株予約権の行使に際して出資される金銭の額 

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その 1 株あたりの価額は 1 円として、こ

れに対象株式数を乗じた金額とする。 

 

３．新株予約権の権利行使期間 

2014 年 6 月 19 日から 2034 年 6 月 18 日までの範囲内で、当社取締役会で決定する。 

 

４．新株予約権の権利行使の条件 

（１）新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降に

限り、新株予約権を行使できるものとする。 

（２）各新株予約権の一部行使はできないものとする｡ 

（３）その他の権利行使の条件は、当社取締役会で決定する。 

 

５．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。 

 

６．その他の新株予約権の内容 

上記 1 ないし 5 の詳細及び 1 ないし 5 に記載のない事項については､当社取締役会で決定する。 

 

以   上 


